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1. 件名 

受入詰替施設の自然災害（津波・竜巻）に対する防護設計 

2. 目的及び概要 

日本原子力研究開発機構（以下、「原子力機構」） 核燃料サイクル工学研究所 TRP

廃止措置技術開発部は、廃止措置計画（平成30年6月13日認可）に基づき、高放射性

廃液のガラス固化処理を進めている。現在、ガラス固化体は、既存のガラス固化技術

開発施設（以下、「TVF」）に保管しているが、将来的に設計上保管可能な本数（630

本）を超えることから、新たなガラス固化体の保管方法について検討している。 

現段階では、ガラス固化体保管容器（輸送貯蔵兼用キャスク）への収納・保管を検

討しているが、保管容器へガラス固化体を収納するためには、受入詰替施設でガラス

固化体保管容器への詰替が必要となる。 

本契約では、受入詰替施設の設備設計として、自然災害（津波・竜巻）に対する防

護設計を行う。 

3. 契約範囲内 

後述する「7. 技術仕様」に記載する設計役務一式。 

4. 契約範囲外 

前述した「0日本原子力研究開発機構（以下、「原子力機構」） 核燃料サイクル工学

研究所 TRP廃止措置技術開発部は、廃止措置計画（平成30年6月13日認可）に基づき、

高放射性廃液のガラス固化処理を進めている。現在、ガラス固化体は、既存のガラス

固化技術開発施設（以下、「TVF」）に保管しているが、将来的に設計上保管可能な

本数（630本）を超えることから、新たなガラス固化体の保管方法について検討して

いる。 

現段階では、ガラス固化体保管容器（輸送貯蔵兼用キャスク）への収納・保管を検

討しているが、保管容器へガラス固化体を収納するためには、受入詰替施設でガラス

固化体保管容器への詰替が必要となる。 

本契約では、受入詰替施設の設備設計として、自然災害（津波・竜巻）に対する防

護設計を行う。 

契約範囲内」に記載の契約範囲内に記載なきもの。 

5. 支給品及び貸与品 

5.1 支給品 

以下の物品等を現地確認時に無償で支給する。 



 

 

－2－ 

・現地確認に必要なユーティリティ（電力・水等） 

・現地確認に必要なシューズカバー 

・その他、協議の上決定したもの 

5.2 貸与品 

本契約に必要な既存の施設・設備に関する図書等については受注者からの申し出

を受けてから貸与の可否を判断する。 

設計及び解析に使用する解析コード・計算機、現地確認に用いる資機材は受注者が

用意することを基本とするが、受注者からの申し出があった場合には協議により貸

与の可否を判断する。 

6. 一般仕様 

6.1 納期 

令和9年3月24日 

6.2 納入場所 

〒319-1194 茨城県那珂郡東海村大字村松 4番地33 

 国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構 

  核燃料サイクル工学研究所 

  TRP廃止措置技術開発部 工学試験棟 指定場所 

6.3 保証 

6.3.1 保証 

受注者は、本仕様書に基づいて納入した成果物が本仕様書の諸条件を完全に満た

すものであることを保証するものとする。保証期間中に本仕様書の諸条件を満足し

なくなった場合（使用者側に瑕疵がないにも関わらず発生した重大な劣化や初期不

良等の発生、重要な誤記、計算の誤り等）には、受注者はその条件を満たすため、無

償にて必要な改善等の処置を直ちに行うものとする。 

6.3.2 保証期間 

保証期間（契約不適合に係る権利行使の制限期間）は、以下のとおり。 

   (1) 成果物の種類・品質が契約の内容に適合しない場合：検収後 1 年以内とする。 

(2) 成果物の数量・権利が契約の内容に適合しない場合：期間の制限はないものとす

る。 

6.4 検収条件 

本仕様書に定める要求事項を全て満足し、6.5.1 に記載する提出図書の完納をも
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って検収とする。 

6.5 提出図書類 

6.5.1 提出図書 

提出図書は下記表1に示す通りとする。受注者は、表1の確認欄に「確認要」と記載

した文書及び提出図書リストにおいて確認申請を行うとした文書（図面・データを含

む）について原子力機構の確認を受けるものとする。但し、協議の上同意した場合は

その限りではない。 

 

表 1 提出図書一覧 

図書名称 提出時期 
提出 

区分 

電子 

データの 

要否(*1) 

印刷部数 

(*2) 
提出先 

実施計画書 (*3) 契約日翌日から実働14日以内 確認要 否 1 

日本原子力研究開発機構 

TRP廃止措置技術開発部 

（核燃料サイクル工学 

研究所内）指定場所 

情報管理要領書 契約日翌日から実働14日以内 確認要 否 1 

品質保証計画書 契約日翌日から実働14日以内 確認要 否 1 

委任又は下請負等の承認について

(様式A) 

作業開始前 

（下請けがある場合） 
確認要 否 1 

提出図書リスト 

初版は契約日翌日から 

実働14日以内 

（改訂は適時） 

確認要

(*4) 
否 1 

提出図書 (*5) 別途協議 協議 協議 1 

打合議事録または 

電話連絡確認書 

打合等の翌日から 

実働7日以内 
確認要 否 1 

設計報告書 (*6) 納期まで 
契約提出 

図書 
要 2 

*1：詳細は6.5.5 にて指定。 

*2：用紙サイズがA3を超える資料については、最大A3サイズに縮小したもの1部を含む。また、A3サイズ縮

小にあたっては横長(帯状)サイズ図面にはしないこと。 

*3：実施体制、実施範囲、作業工程表を含む。 

*4：提出図書リストの確認については、初版出図時と、それ以降に提出図書項目の変更が生じた場合のみ実

施する。実績・状況の報告のために提出する場合には確認を不要とする。 

*5：個別の作業結果や検討内容等を記載した図書あるいは設計・施工図書。 

本仕様書の「技術仕様」の7.1 で各実施項目に示した提出図書を基本とするが、工程及び設計上のイン

ターフェース、ホールドポイントの関係から複数の図書に分割することや一つの図書にまとめることも

可とする。なお、提出する図書の構成、確認の要否及び提出時期については作業開始前に原子力機構と

受注者が協議し、作業工程表及び提出図書リストで作成及び提出を定める。図書の本文記載様式は任意

とするが、表紙は別途原子力機構が指定する様式に従うこととする。 

*6：詳細は6.5.4 にて指定。 

*7：納入にあたっては郵送も可とする。 
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6.5.2 図書の提出時期について 

表1に示す図書の提出指定日が、原子力機構あるいは受注者の休日に当たる場合に

はその翌々日、連続する休日の場合には最後の休日の翌々日まで（翌々日が休日の場

合、その翌日まで）延期することを可とする。また、年末年始等において原子力機構

と受注者の間に実働日・休日の大幅なずれが生じる場合には事前協議により別途調

整を行う。なお、指定日について事前に原子力機構との協議の上、原子力機構がやむ

を得ないと判断した場合、その指定日を表1以外の期日に変更することを可とする。

ただし、納期提出図書については本項の適用外とする。 

打合議事録の提出時期については、打合日の次の実働日から数えるものとする。 

6.5.3 提出する図書の形態について 

(1) 用紙サイズは原則としてA4版、図面はA系列とする。印刷物としては原則と

してA3までとする。提出する電子データとしてはA3を超えるサイズを可能と

するが、その場合、印刷物は可読性を考慮して適切に縮尺変更等を行うこと

とする。 

(2) 各提出図書は、原子力機構の指定する図書作成要領に基づき様式をそろえ

て作成すること。 

(3) 多年の使用に耐える用紙、印刷方法、及び装丁であること。なお設計報告書

のバインダー（製本）厚みは原則として1冊当たり8 cm以下とし、装丁は黒

表紙金文字箔押の製本とする。また、6.5.5 で作成する電子データを記録し

た媒体を製本内に収めるものとする。 

(4) 様式、内容、その他不明な点はその都度、原子力機構の指示に従うものとす

る。 

6.5.4 図書の確認について 

表1において確認が必要とされた図書については、原子力機構が図書受領後に内容

を査読する。内容に不足もしくは修正が必要な事項があった場合には、修正指示を朱

記等により図書中に示し、そのコピーを返却する。受注者は指示に従って当該図書を

改訂し再提出する。最終的に内容に不足・修正事項が無いと原子力機構が判断したも

のについて、表紙に確認印を押印して受注者にコピーを返却する。なお、受注者は、

原子力機構の承認を得ずに、リリース（次工程への進捗、又は引渡し）してはならな

い。 

表1において確認が必要とされた図書（提出図書リストで確認を必要とした図書を

含む）全てについて確認印が得られ、それらを清書し設計報告書としてまとめたもの

を納品物とする。設計報告書には総目次を付けることとするが、内容は既に確認済み

の図書を合本したものであるから設計報告書自体の確認行為は不要とする（検収検

査のみを行う）。 
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6.5.5 提出する電子データについて 

提出する成果報告書の電子データについては、以下の通りとする。 

(1) 設計報告書全文  ： Microsoft Word形式（.docx）とPDF形式の2種類の電

子ファイルで提出すること。PDF形式で提出するものは全

文を単一のファイルにまとめ、個別設計図書単位でしお

りを付けたものとする。 

(2) 設計報告書中の図面：CADソフトウェアを使用して作成した図面については、

原子力機構指定のCADソフトウェア上で再利用可能な形

式（MicroStation DGN形式、AutoCAD DWG又はDXF形式、

3Dデータの場合はSTEP又はIGES形式）で(1)とは別に提出

すること。それ以外の描画ソフトウェアで作成した図に

ついては原子力機構との協議に基づき提出形式を定める

こと。 

(3) 設計報告書中のリスト類：リスト形式の図書については、その情報を原子力

機構の所有するデータベースに登録し利活用するため、

リスト部分をMicrosoft WordもしくはMicrosoft Excel

ファイル形式で作成し、(1)とは別に提出すること。 

(4) 解析計算のデータ：原子力規制庁への許認可申請等に用いる重要な解析に

ついては、入力値や結果の品質確認のため、主要なイン

プット、解析計算の根拠（ソフトウェア仕様、ソフトウ

ェアの解析入力条件）及びアウトプットデータについて

電子データを提出するか、入力及び結果の画面キャプチ

ャやエコーバックを提出すること。 

なお、解析モデルデータに受注者のノウハウ情報が含ま

れる場合、受注者はその旨を原子力機構に文書にて該当

箇所を通達すること。その場合原子力機構は、提出され

た解析モデルデータについて受注者の承諾無しに原子力

機構及び受注者以外の第三者への開示・提供は行わない

ものとする。 

(5) 実施した試験に関するデータ：実施した試験において得たデータ（ログ）、

写真及び動画データ等の内で原子力機構が提出が必要と

したものについて電子データで提出すること。 

 

以上の電子データをCD-R又はDVD-R等に記録して提出すること。容量の大きなデー

タについては原子力機構の指示するオンラインストレージ経由での受け渡しとする。

なお、詳細及び具体的な手順については原子力機構と協議を行い、確認を得ること。 
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6.6 適用法令・規格、技術基準等 

受注者は、本契約の実施にあたって次に掲げる関係法令、原子力機構規程、研究所

規程、TRP廃止措置技術開発部等の規則（最新版）を遵守するものとし、原子力機構

が安全確保のための指示を行ったときは、その指示に従うものとする。なお法令・規

基準は最新のものを適用する。 

1)  原子力基本法 

2)  核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 

3)  核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令 

4)  使用済燃料の再処理の事業に関する規則 

5)  核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則 

6)  放射性同位元素等の規制に関する法律 

7)  建築基準法 

8)  消防法 

9)  労働基準法 

10) 労働安全衛生法 

11) 廃棄物処理法 

12) 危険物、特定化学物質、有機溶剤、劇物及び毒物に関する法律 

13) その他、本契約に係る国内法規 

14) 日本産業規格（JIS） 

15) 日本建築学会各種関係規準類 

16) ダム・堰施設技術基準（案） 

17) 日本原子力学会各種関係規準類 

18) 日本機械学会各種関係規準類 

19) 日本電気協会各種関係規準類 

20) その他学協会関係規準類 

21) 「品質マネジメントシステム-要求事項」(JIS Q 9001 (ISO 9001)) 

22) 「原子力施設における許認可申請等に係る解析業務の品質向上ガイドライン」

(JANSI-GQA-01) 

23) 以下に示す原子力機構が定める各種規定、基準及び核燃料サイクル工学研究所

内で制定した規程等 

・ TRP廃止措置技術開発部 保安規定 

・ 核燃料サイクル工学研究所 放射線障害予防規程 

・ 核燃料サイクル工学研究所 共通基準・要領 

・ 核燃料サイクル工学研究所 輸送容器の設計、製作等並びに輸送に係る品質保

証計画書 

・ 核燃料サイクル工学研究所 放射性物質等事業所内運搬要領 

・ 核燃料サイクル工学研究所 輸送事故対策規則 
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・ TRP廃止措置技術開発部 放射線管理基準 

・ TRP廃止措置技術開発部 品質マニュアル・品質マネジメント計画書 

・ 核燃料物質使用施設等核物質防護規定 

・ 再処理施設核物質防護規定 

・ 秘密文書取扱規程 

・ 情報セキュリティ管理規程 

・ 事故対策手順 

6.7 産業財産権 

本契約の履行の過程で生じた産業財産権（特許権等）の取扱については、別紙－１

に示した「産業財産権特約条項」に従うものとする。 

6.8 機密の保持 

受注者は、本契約を実施するために原子力機構より提出された資料等すべての情

報を機密扱いとし、受注者の責任において管理する。機微情報は本契約以外の目的で

使用しないこと。また、原子力機構の同意なく第三者に開示してはならない。 

6.9 安全管理 

6.9.1 一般安全管理 

(1) 受注者は、「共通安全作業基準（令和 6 年 11 月 1 日改定）」に従い、現地作業内

容を十分理解し、中小受託事業者への周知を行うとともに、受注後の安全管理上

の手続きを確実に行うこと。 

(2) 受注者は、原子力機構が定めた「安全衛生チェックリスト」を活用して現地作業

におけるリスクを洗い出し、現地作業要領書・手順書等へ注意点・処置対策内容

を反映すること。また、原子力機構が定める時期に必要な文書を提出し、作業の

安全管理を行うこと。 

(3) 受注者は、現地作業においては日々、KY 活動、TBM を実施し、安全第一で臨むこ

と。 

(4) 受注者は、現地作業においては核サ研の「安全作業 3 原則（下記①～③参照）を

遵守すること。 

   ①手を出す前に作業内容をしっかり理解する。 

   ②マニュアルを遵守し、基本に忠実に行動する。 

   ③通常と異なる場合は一旦立ち止まり、上司に報告する。 

6.9.2 放射線管理 

(1) 受注者は、原子力機構が定めた「放射線管理仕様書（平成22年7月1日改定）」に

従い、放射線管理を行うこと。 

(2) 受注者は、引合時又は受注後に原子力機構から「放射線管理仕様書」の貸与を受

け、内容を十分理解し、引合時の内容検討、受注後の安全管理上の手続きを確実

に行うとともに、下請負者への周知を行うこと。 
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6.10 緊急時の対応及び異常時の措置 

(1) 受注者は、非常事態が発生した場合、「共通安全作業基準・要領（令和6年11月

1日改定）」、「放射線管理仕様書（平成22年7月1日改定）」に従い処置するこ

と。 

(2) 受注者は、原則として以下を対処すること。 

1) 天災、火災、事故等の非常事態が発生した場合、現場責任者は作業員に作業

を中断させる等の指示を与え、人命尊重を第一とし、次に汚染拡大及び二次

災害の防止を図ること。 

2) 非常事態が発生(発見)又はそのおそれが生じた場合は、応急処置をとるとと

もに、工事（又は作業）担当課に迅速に通報すること。 

3) 火災が発生した時、又は救急車を要請するときは、消防本部119、研究所通

報連絡者（研究所非常用電話：内線 9999、外線 029-282-1133-9999）及び

工事（又は作業）担当課に連絡すること。 

4) 人身事故の場合、その連絡先及び措置結果を工事（又は作業）担当課に連絡

すること。また、受注者はその応急措置について事後速やかに文書をもって

工事（又は作業）担当課に報告すること。 

6.11 協議 

6.11.1 疑義の調整 

本仕様書に記載されている事項及び記載されていない事項について疑義が生じた

場合には、原子力機構と協議の上、その決定に従うものとする。決定事項は、議事録

にて記録し、相互に確認及び保管管理する。別途協議した決定事項は、提出図書に反

映する。 

6.11.2 進捗管理に係る会議等の実施 

進捗報告及び設計課題対応の検討のために、定例工程会議を原則、毎月実施するこ

と。定例工程会議においては、その時点における進捗状況を示した作業工程表と課題

対応状況表を提出すること。 

6.12 受注者の責任と義務 

6.12.1 受注者の責任 

(1) 受注者は、本仕様書の要求に合致した完全なものを、納期までに原子力機構に引

き渡すものとする。 

(2) 受注者は、本仕様書を検討し、誤り欠陥等を発見したならば、直ちに原子力機構

に申し出る責任を有するものとする。 

(3) 受注者が下請業者を使用する場合は、事前に原子力機構の確認を受けること。受
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注者が使用する下請業者（材料等の購入先、役務の提供先を含む）が負うべき責

任といえども、その責任はすべて受注者が負うものとする。 

(4) 受注者は、国内法令及び原子力機構規程等に従うこと。これに従わないことによ

り生じた作業員の損害の責任はすべて受注者が負うものとする 

 

6.12.2 受注者の義務 

(1) 受注者は、原子力機構が本契約の内容にかかわる検査・試験及び監査のために受

注者並びにその下請業者等に立入ることを要請した場合は、これに応じる義務

を有する。 

(2) 受注者は、使用前事業者検査等その他の個別業務のために原子力規制委員会の

職員が受注者並びにその下請け業者の工場に立入ることを要請した場合は、こ

れに応じる義務を有する。 

(3) 現場作業（搬入作業を含む）において、受注者が故意または重大な過失により原

子力機構の設備等に損傷を与えた場合、受注者は、無償にて速やかに補修、もし

くは交換を行うものとする。 

(4) 受注者は、労働災害防止等に関する法律に規定する元方事業主になり、労働災害

の防止に努めること。 

(5) 受注者は、原子力機構が行う許認可業務を支援すること。 

(6) 受注者は、作業者の安全を維持するために労働安全衛生法及び原子力機構規程

等並びに安全の確保のために行う原子力機構側の「作業責任者、現場責任者、工

事責任者、工事担当者、設備保安担当者」の指示に従わなければならない。 

(7) 受注者は、購買品がある場合、その設備の維持又は運用に必要な技術情報を（が

あれば）提供すること（取扱説明書等で提供のこと）。 

(8) 受注者は、本契約の納入物の納入時に、調達要求事項への適合状況を記録した書

類（検査記録、校正証明書、仕様を確認できるもの（取扱説明書等））を提出す

ること。 

(9) 受注者は、本契約に係る現場責任者及び作業員に対して、以下に示す資格等を有

した者としなければならない。 

 現場責任者（現場責任者代理を置く場合も含む） 

 作業を監督又は作業を行う者 

 作業用足場組立作業主任者※：足場の組立、解体等の監督を行う者 

 足場の組立等特別教育※：組立、解体等を行う者 

 フルハーネス型落下制止用器具特別教育※：高所作業を行う者 

※高所作業において、仮設足場の設置、解体、一部撤去及び変更については、

原子力機構の共通安全作業用要領「B-5 高所作業の管理要領」に従うこ

と。また、作業開始前点検及び点検記録並びに地震発生時等の点検を確実
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に実施すること。その点検記録は、原子力機構へ提出すること。 

6.13 渉外事項 

本契約を実施する上で、受注者による官公庁・規制当局者等への法令上の手続きが

必要な場合には、受注者の責任により遅滞なく実施するものとする。 

発注者が、本契約期間内に、本契約に関する行政相談または法令上の手続きを官公

庁・規制当局者等に行う場合には、受注者はその助成を行うものとする。助成の内容

は別途協議して定めるものとする。 

6.14 品質保証 

(1) 受注者は、本契約に係る品質管理プロセスを含めて記述した品質保証計画また

は品質マニュアル（JEAG4111でいう「実施計画」、JIS Q 9001でいう「製品実現

の計画」）を提出し確認を得る。 

(2) 品質保証計画は、JEAG4111の「品質マネジメントシステムに関する標準品質保証

仕様書」又はJIS Q 9001の要求を満たすものであること。 

(3) 受注者は、原子力機構の「再処理施設品質マネジメント計画書」に基づき実施す

る品質保証活動に協力しなければならない。 

(4) 受注者は、原子力機構から要求があった場合、引合時、受注後、組織変更、品質

保証計画書の変更、重大な不適合の発生、是正措置の確認等における立入調査及

び監査に応じるものとする。 

(5) 計算機による解析に関して、許認可等に係わる重要な安全評価に用いられるも

のについてはJANSI-GQA-01に準じた品質管理を行うこと。 

6.15 不適合の報告及び処理 

受注者は、作業及び納入物において発生又は発見された不具合について、その内容

と原因の調査及び処理案等を速やかに報告書にて報告すること。この処理案につい

ては、原子力機構の確認を受け、処理後にその結果を報告すること。 

また、発生した不適合の種類、原因及び影響の度合いによっては、上記の処理案に

再発防止策を含めること。 

6.16 安全文化を醸成するための活動 

受注者は、以下の安全文化を醸成するための活動に努めること。 

(1) 現場作業における安全に対する懸案事項や気づき事項を抽出し、安全確保や安

全意識の向上を図るための活動を実践すること。 

(2) 原子力機構への輸送、指定場所への荷下ろし及び養生の実施に当たっては、積み

荷等の荷重等の条件を十分に考慮するとともに、作業中（輸送・荷下ろし・養生）

の安全性を意識して作業を実施すること 
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6.17 下請業者の管理について 

(1) 本契約において下請けを行う場合、速やかに下請け業者のリスト（所定の様式に

基づく）を原子力機構に提出し、承認を得ること。 

(2) 受注者は、下請業者の選定にあたって、技術的能力、品質管理能力について、本

契約を実施するために十分かどうかという観点で、評価・選定しなければならな

い。 

JIS製品規格がある製品については、「JISマーク表示制度」に基づき、国により

登録された民間の第三者機関（登録認証機関）から認証を受けた事業者（認証製

造業者等）の製品を用いること。 

(3) 受注者は、原子力機構の認めた下請業者を変更する場合には、事前に下請け業者

のリスト（所定の様式に基づく）を原子力機構に提出し、承認を得ること。 

(4) 受注者は、全ての下請業者に契約要求事項、設計図書を十分周知徹底させるこ

と。又、下請業者の作業内容を完全に把握し、品質管理、工程管理はもちろんの

こと、あらゆる点において下請業者を使用したが故に生ずる不適合を防止する

こと。 

万一、不適合が生じた場合は、「6.15 不適合の報告及び処理」に従うものとす

る。 

6.18 グリーン購入法の推進 

(1) 本契約において、グリーン購入法（国等による環境物品等の調達の推進等に関す

る法律）に適用する環境物品（事務用品、OA機器等）が発生する場合は、これを

採用するものとする。 

(2) 本仕様に定める提出図書（納入印刷物）については、グリーン購入法の基本方針

に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。 

6.19 撤去品、廃棄物の処分 

(1) 現場の作業において発生する撤去品、廃棄物等の処分に関しては、廃棄物処理

法、原子力機構の「一般廃棄物・産業廃棄物のリサイクル取扱要領書」、「低放

射性廃棄物等の取扱手順書」に従うこと。 

(2) 非管理区域で使用した器材、及び管理区域エリアⅡ（汚染の可能性のないエリ

ア）から発生した廃棄物は、「一般器材」として「使用機材処理票」を起票し原

子力機構内で処分する。 

(3) 産業廃棄物は、廃棄物処理法に基づくマニフェスト制度に基づき、産業廃棄物処

理業者に委託して処分すること。その際のマニフェスト伝票は記録として保管す

ること。また、所外に搬出する場合は、「物品持出票」により原子力機構の許可
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を得ること。 

6.20 情報管理と電子データの流出防止 

6.20.1 情報管理 

受注者は本契約の実施にあたり、知り得た情報を厳重に管理し、本契約遂行以外の

目的で受注者及び協力会社の作業担当者を除く第三者への開示、提出を行わないも

のとする。その履行のため、機密保持を確実に行える具体的な情報管理要領書を作

成・提出するとともに、これを厳格に遵守することとする。 

機微情報の管理については、別紙－２によるものとする。なお、上記情報管理要領

書が別紙－２「機微情報の管理について」で作成する機微情報取扱規程の内容を網羅

する場合には、その情報管理要領書をもって別紙－２における機微情報取扱規程に

代えることができるものとする。 

6.20.2 電子データ流失防止 

受注者は、本契約を実施するために原子力機構より提出された全ての文書等及び

電子データ並びに受注者が取扱う全ての文書等及び電子データについて、第三者に

流出することを防止し、その保護に努めること。 

また、これらの電子データを扱う情報機器等については、ウィニー等のファイル交

換ソフトのインストールを禁止し、受注者の責任において情報管理を徹底すること。 

6.20.3 受注者の適合性確認 

本契約において管理情報を取り扱う業務が発生する場合は、取り扱いを開始する

前までに別紙－３「受注者の適合性確認」に示す管理情報の管理に関する全ての要求

事項を満足していなければならない。また、上記要求事項が満足していることを、原

子力機構による確認（以下、「受注者の適合性確認」）を受けていなければならない。

なお、受注者の適合性確認において原子力機構が指摘等を行った事項は、その措置に

ついて原子力機構の了解を得て速やかに措置するとともに、管理情報の取り扱いを

開始する前までに原子力機構の確認を得なければならない。 

6.20.4 情報管理監査 

本契約において管理情報の取り扱いを開始した後に、管理情報の保持のために必

要な措置に関し、遵守すべき事項を定めた規則が遵守されていることについて、原子

力機構による確認（以下、「情報管理監査」）を年度内に受けなければならない。な

お、情報管理監査において原子力機構が指摘等を行った事項は、その措置について原

子力機構の了解を得て速やかに措置するとともに原子力機構の確認を得なければな

らない。 
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7. 技術仕様 

7.1 作業の範囲と内容 

以下の項目の作業とする。 

（１）防護対策の基本計画、設計方針の策定 

（２）既設設備の施工状況の現場確認 

（３）受入詰替施設の防護対策の設計 

（４）（１）～（３）の作業管理 

（５）設計報告書の作成 

7.2 作業のインプット条件 

 (1) 準拠または参考とすべき法令・規則類及び標準・規基準 

以下の法令・規則類及び標準・規基準に準拠または参照して設計するものとする。

この他に、工作基準等、メーカーの社内基準を用いる場合は、適用範囲を明示の上、

原子力機構に提出し確認を得るものとする。 

(i)  法令・規則類 

・核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 

・核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令 

・使用済燃料の再処理の事業に関する規則 

・再処理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則及び同解釈 

・再処理施設の技術基準に関する規則 

・核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則等の規定に基づく線量限

度等を定める告示 

・使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則 

・使用済燃料貯蔵施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則及び同解釈 

・使用済燃料貯蔵施設に係る特定容器等の型式証明及び型式指定運用ガイド 

・使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則 

・実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 

・実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則

及び同解釈 

・実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 

・廃棄物管理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則及び同解釈 

・核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則 

・核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する技術上の基準に係る

細目等を定める告示 
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・核燃料物質等の工場又は事業所内の運搬に関する措置等に係る技術的細目等を

定める告示 

・核燃料物質の加工の事業に関する規則第七条の六等の規定に基づく核燃料物質

等の工場又は事業所内の運搬に関する措置等に係る技術的細目等を定める告示 

・建築基準法 

(ii)  原子力規制庁文書（旧原子力安全委員会、原子力安全・保安院文書を含む） 

・車両運搬確認申請書、容器承認申請書及び核燃料輸送物設計承認申請書に添付

する説明書の記載要領について（平成23・03・07原院第8号）、平成23年6月1日、

原子力安全・保安院 

・原子力発電所内での使用済燃料の乾式キャスク貯蔵について、平成4年8月27日、

原子力安全委員会 

・使用済燃料貯蔵施設に係る特定容器等の型式証明及び型式指定運用ガイド、平

成25年11月27日、原子力規制委員会 

・原子力発電所敷地内での輸送・貯蔵兼用乾式キャスクによる使用済燃料の貯蔵

に関する規制要求の考え方、平成29年10月11日、平成29年度 第43回原子力規制

委員会資料 

・原子力発電所敷地内での輸送・貯蔵兼用乾式キャスクによる使用済燃料の貯蔵

に関する規制要求の考え方について（追加検討）、平成30年8月1日、平成30年

度 第22回原子力規制委員会資料 

・原子力発電所敷地内での輸送・貯蔵兼用乾式キャスクによる使用済燃料の貯蔵

に関する審査ガイド、平成31年3月13日、原規技発第1903131号 原子力委員会決

定 

・国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構 核燃料サイクル工学研究所（再処

理施設）の廃止措置計画の認可の審査に関する考え方、平成29年4月19日、原子

力規制委員会 

(iii)  標準・規基準 

・機械学会規格 JSME-S-FA1-2007 使用済燃料貯蔵施設規格 金属キャスク構造規

格 2007年版 

・機械学会規格 JSME-S-FA1-2007 使用済燃料貯蔵施設規格 金属キャスク構造規

格 2007年版に関する事例規格類 

・機械学会規格 JSME-S-RA1-2012 再処理設備規格 設計規格 2012年版 

・機械学会規格 JSME-S-RB1-2012 再処理設備規格 溶接規格 2012年版 

・原子力学会標準 AESJ-SC-F002-2010 使用済燃料中間貯蔵施設用金属キャスク

の安全設計及び検査基準 2010 

・原子力学会標準 AESJ-SC-F006-2013 使用済燃料・混合酸化物新燃料・高レベル

放射性廃棄物輸送容器の安全設計及び検査基準 
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・日本産業規格（JIS） 

(iv)  その他 

・国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構 核燃料サイクル工学研究所 再処

理施設に係る廃止措置計画認可申請書（これまでに提出された当該申請に対す

る変更申請及び補正申請の内容を含む） 

・再処理施設建設技術標準（CTS） 

・核燃料サイクル工学研究所 輸送容器の設計、製作等並びに輸送に係る品質保証

計画書 

・核燃料サイクル工学研究所 放射性物質等事業所内運搬要領 

・核燃料サイクル工学研究所 輸送事故対策規則 

・7.3 にて検討対象とする東海再処理施設の設計情報 

・金属製乾式輸送貯蔵兼用容器を用いたガラス固化体保管施設の概念設計 成果

報告書 

・TVFガラス固化体用の乾式保管容器（輸送兼用）及び保管施設等の基本設計 設

計報告書 

・ガラス固化体を保管する新規保管施設に関する妥当性評価支援 最終報告 

・その他協議の上、必要とするもの 

 (2) 設計条件 

(a) 施設立地条件 

① 施設の配置及び運用 

受入詰替施設は東海再処理施設にある既設の建家及び設備を改造する。 

防護対策プロットプラン検討では、ガラス固化体保管容器及び構内輸送小型

容器の輸送時の動線・寄り付き、その他資機材の搬入や廃棄物等の搬出経路及

び運転員・作業員の出入りを考慮すること。 

・キャリアに積載した状態での全高 5750mm以下、全幅 5000mm以下 

・キャリアに積載した状態での全重量（キャリア重量含む） 163ton以下 

② 施設の合理的な運用のために設計上考慮すべき事項 

・設備の運転・維持に要する人的負荷、ユーティリティ使用量が小さくなるよう

な設計とすること。 

・施設の廃止措置等における除染及び解体廃棄物の発生量が小さくなるような設

計とすること。 

・可能な限り実証された技術、材料、工法を採用することにより、許認可及び施

設建設上のリスクが小さくなるような設計とすること。 

・既存施設あるいは既存設備の改造が必要となる場合には、その範囲を最小とで
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きるような設計とすること。 

 

 (3) 全般的なインプット条件 

 本仕様において「廃止措置計画認可申請書に基づく」とは、当該申請書のうち、設計条

件、自然災害条件、荷重条件および設計思想に関する記載事項を直接参照することを原

則とする。 

 廃止措置計画認可申請書において設計・評価に必要な条件が明示されていない場合、ま

たは複数の解釈が可能な場合には、受注者は当該申請書の設計思想および安全確保の

考え方に整合する範囲で技術的合理性を有する条件を設定するものとする。その際、設

定理由、判断根拠および参照資料を報告書に明記すること。 

 各種設計および評価において、津波防護対策及び竜巻防護対策の健全性を確認する。健

全性確認は、算出した発生応力または発生応答が、関連する設計基準、指針または学協

会基準に示される許容値または限界値を満足することをもって判定する。 

 健全性確認の合否判定は、構造安全性または設計上要求される機能の維持に影響を及

ぼす構成部材および接合部を対象として行う。 

 津波防護対策および竜巻防護対策については、健全性確認に加え、設計上要求される機

能（閉止機能、操作性、止水機能等）が評価条件下においても維持されることを確認す

るものとする。 

 (4) 現地確認の条件 

 設計対象範囲の現況把握のため、現地確認を実施すること。 

 受注者は、原子力機構と作業の安全等について十分打ち合わせを行い、

綿密な計画による作業計画書（作業工程表、作業要領書等）に従い作業

を実施すること。 

 現地確認に先立ち、現地状況を踏まえた作業計画書を作成し、原子力

機構に提出すること。また、安全衛生チェックリスト、リスクアセスメ

ントのワークシートを作成し提出するとともにその内容を作業計画書

に反映すること。 

 原子力機構の確認を得た作業計画書に変更(作業予定期間の変更、作業

員の追加、作業内容の変更、安全対策の変更等)が生じた場合は、変更

内容を明らかにした作業計画書を作成し原子力機構に提出すること。

作業内容や安全対策の変更の場合は、安全衛生チェックリスト及びリ

スクアセスメントのワークシートの再評価を実施し原子力機構に提出

すること。 

 現地確認の実施にあたっては、必要に応じて仮設足場の設置を検討す

ること。 

 仮設足場の設置が困難な場合は、レーザー測定等の代替手法を適用す
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ること。 

 現地確認の結果は記録し、原子力機構の確認を得た上で設計に反映す

ること。 

 異常事態等が発生した場合、原子力機構の指示に従い行動するものと

する。また、契約に基づく作業等を起因として異常事態等が発生した

場合、受注者がその原因分析や対策検討を行い、主体的に改善すると

ともに、結果について原子力機構の確認を受けること。 

 作業の実施にあたっては、「共通安全作業基準（令和 6 年 11 月 1 日改

定）」を遵守すること。 

 (5) 津波防護対策（浸水防止扉）の条件 

 共通条件 

 津波防護対策（浸水防止扉）の設計・評価対象は、廃止措置計画認可申

請書に基づき、津波の浸水の可能性がある部屋の扉（12 箇所）を対象

とする。 

 構造、材料および設計条件が同一である複数の対象について、代表 1 ケ

ースによる設計・評価を行う場合には、その妥当性を示すこと。 

 代表ケースの選定理由および非代表ケースへの適用妥当性については、

提出図書において説明すること。 

 津波襲来時に開状態の扉を直ちに閉操作可能であることを確認する。 

 耐震評価 

 耐震評価の荷重組合せは、廃止措置計画認可申請書に基づき、浸水防

止扉の部品に 1 ケース（扉体荷重＋地震）、枠体に 1 ケース（扉体自重

＋戸当り自重＋地震）の計 2 ケースを設定する。 

 評価には、構造力学公式を用いた手計算により実施する。 

 耐震評価に考慮する荷重は、廃止措置計画認可申請書を参照し、受入

詰替施設と周辺建家の位置関係に基づき、高放射性廃液貯蔵場（以下、

「HAW」）又は TVF に用いている条件を適用する。 

 評価には、建家応答の影響を考慮し、扉設置階に対して最も不利とな

る階応答を代表として用いる。 

 津波強度評価 

 津波強度評価の荷重組合せは、3 ケース（浮力＋余震＋水圧、波力＋余

震、波力＋漂流物衝突）を設定する。 

 評価には、構造力学公式を用いて手計算により実施する。 

 考慮する余震荷重は、廃止措置計画認可申請書を参照し、受入詰替施

設と周辺建家の位置関係に基づき、HAW 又は TVF に用いている条件を

適用する。 



 

 

－18－ 

 津波強度評価に考慮する荷重は、廃止措置計画認可申請書に基づき、

以下の項目を設定する。 

 受入詰替施設の波力算定用津波高さ：T.P.+12.08m（GL+4.58m） 

 代表漂流物：0.55t の流木 

 

 (6) 竜巻防護対策（閉止構造物）の条件 

 共通条件 

 竜巻防護対策（閉止構造物）の設計・評価対象は、受入詰替施設内の閉

じ込め機能及び崩壊熱除去機能を担う重要な安全機能を損なわれない

ようにするため、防護が必要な開口部（34 箇所）を対象とする。 

 構造や材料を同じとする対象の設計・評価の実施にあたっては、代表 1

ケースのみで行うことを可能とする。 

 構造、材料および設計条件が同一である複数の対象について、代表 1 ケ

ースによる設計・評価を行う場合には、その妥当性を示すこと。 

 代表ケースの選定理由および非代表ケースへの適用妥当性については、

提出図書において説明すること。 

7.3 作業内容の詳細とアウトプット 

廃止措置計画変更申請に必要な許認可資料に使用する設計/評価に対しては、評価

に用いた数値等の根拠、出典等を明記すると共に、その出典の写し等のエビデンス

も添付し示すこと。エビデンスは、当該評価に用いた図表、式、条件が確認できる

範囲を対象とし、原則として該当箇所が特定可能な形で提出すること。 

7.3.1 防護対策の基本計画、設計方針の策定 

受入詰替施設の自然災害（津波・竜巻）の自然災害（津波）に対する防護設計の基

本計画を立案する。また、基本計画の実現に向けた製作/施工を行うための設計方針

の策定を行う。 

7.2 項の工程で提出される図書（6.5.1 の表 1 の*5） 

・設計方針書 

・防護対策説明書（基本仕様、配置、構造・材料、各部機能） 

7.3.2 現地確認 

 廃止措置計画認可申請書に基づき、自然災害（津波・竜巻）に対して受入詰替施

設の防護設計を行うため、既設対象開口部に対して現地確認を行う。現地確認には、

事前に現場状況を確認し、確認に係る計画を策定し、原子力機構の確認の上、作業

を実施する。 
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7.2 項(4)の工程で提出される図書（6.5.1 の表 1 の*5） 

・作業計画書 

・仮設計画図 

・仮設足場計画図 

 

7.3.3 津波防護対策（浸水防止扉）の設計・評価 

廃止措置計画認可申請書に基づく津波により浸水の可能性がある受入詰替施設

の扉に対し、止水性能を持つ浸水防止扉を改造設計する。浸水防止扉は、耐震評価

結果および津波強度評価結果を踏まえ、健全性を有するものとする。 

(1) 津波防護対策（浸水防止扉）の設計 

7.2 項(5)の工程で提出される図書（6.5.1 の表 1 の*5） 

・各種法令及び規則の適合性整理 

・安全設計に関する特記事項 

・一般図 

・土木荷重図 

・戸当り詳細図 

・扉体詳細図 

・水密詳細図 

・付帯機器設計 

・必要ユーティリティ 

・設計計算書 

・工事フロー・スケジュール 

・製作費、設置工事費および諸経費等の概算費用 

 

(2) 耐震評価 

7.2 項(5)の工程で提出される図書（6.5.1 の表 1 の*5） 

・耐震評価条件・計画書 

・一次固有周期及び一次固有振動数の計算書 

・耐震評価計算書 

 

(3) 津波強度評価 

7.2 項(5)の工程で提出される図書（6.5.1 の表 1 の*5） 

・津波強度評価条件・計画書 

・津波強度評価計算書 

 



 

 

－20－ 

7.3.4 竜巻防護対策（閉止構造物）の設計 

 廃止措置計画認可申請書に基づく竜巻および設計飛来物により、受入詰替施設の

閉じ込め機能及び崩壊熱除去機能を担う重要な安全機能を損なわれないように竜巻

防護対策（閉止構造物）を設計する。 

(1) 竜巻防護対策（閉止構造物）の設計 

7.2 項(6)の工程で提出される図書（6.5.1 の表 1 の*5） 

・各種法令および規則の適合性整理 

・閉止構造図 

・部品図 

・取合図 

・工事フロー・スケジュール 

・製作費、設置工事費および諸経費等の概算費用表 

7.4 作業管理 

本契約の実施に際し、以下の作業管理を実施し、適時その状況を原子力機構に報告

すること。 

7.4.1 作業工程管理 

本契約を納期までに完了させるため、事前に作業工程表及び提出図書リストを作

成する。本契約の実施においては、各作業が作業工程表通りに進捗し、また提出図書

リストに基づき図書が遅滞なく出図されていることを適時確認するとともに、遅滞

が生じる可能性がある場合は、事前に原子力機構と協議した上で解決を図る。 

7.4.2 懸案事項管理 

本契約実施中に技術的内容・工程に関わる要因から懸案事項が生じた場合には、懸

案項目と解決状況を管理し、工程表に基づいて設計を着実に進捗させることを可能

とするために適時原子力機構と協議を行い、解決を図る。



別紙－１ 
 

－別紙 1.1－ 

別紙－1 産業財産権特約条項 

 

受注者（以下、「乙」）及び原子力機構（以下、「甲」）は、産業財産権の取扱について、次

の特約条項を定める。 

 

（乙が単独で行った発明等の産業財産権の帰属） 

第１条 乙は、本契約に関して、乙が単独でなした発明又は考案（以下、「発明等」）に対

する特許権、実用新案権又は意匠権（以下、「特許権等」）を取得する場合は、単独で出

願できるものとする。ただし、出願するときはあらかじめ出願に際して提出すべき書類

の写しを添えて甲に通知するものとする。 

 

（乙が単独で行った発明等の特許権等の譲渡等） 

第２条 乙は、乙が前条の特許権等を甲以外の第三者に譲渡又は実施許諾する場合には、

本特約条項の各条項の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者と約定しなければな

らない。 

 

（乙が単独で行った発明等の特許権等の実施許諾） 

第３条 甲は、第１条の発明等に対する特許権等を無償で自ら試験又は研究のために実施

することができる。甲が甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第

三者に再実施権を許諾する場合は、乙の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条

件等は甲、乙協議の上決定する。 

 

（甲及び乙が共同で行った発明等の特許権等の帰属及び管理） 

第４条 甲及び乙は、本契約に関して共同でなした発明等に対する特許権等を取得する場

合は、共同出願契約を締結し、共同で出願するものとし、出願のための費用は、甲、乙

の持分に比例して負担するものとする。 

 

（甲及び乙が共同で行った発明等の特許権等の実施） 

第５条 甲は、共同で行った発明等を試験又は研究以外の目的に実施しないものとする。

ただし、甲は甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施

許諾する場合は、無償にて当該第三者に実施許諾することができるものとする。 

２ 乙が前項の発明等について自ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的実施をしな

いことにかんがみ、乙の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲、乙協

議の上、別途実施契約を締結するものとする。 

 

 



別紙－１ 
 

－別紙 1.2－ 

（秘密の保持） 

第６条 甲及び乙は、第１条及び第４条の発明等の内容を出願により内容が公開される日

まで他に漏洩してはならない。ただし、あらかじめ書面により出願を行った者の了解を

得た場合はこの限りではない。 

 

（委任・下請負） 

第７条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合において

は、その第三者に対して、本特約条項の各条項の規定を準用するものとし、乙はこのた

めに必要な措置を講じなければならない。 

２ 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全

ての責任を負うものとする。 

 

（協議） 

第８条 第１条及び第４条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等に

ついて疑義が生じたときは、甲、乙協議して定めるものとする。 

 

（有効期間） 

第９条 本特約条項の有効期限は、本契約締結の日から当該特許権等の消滅する日までと

する。 

 

 

 

以上



 

 

別紙－２ 
 

－別紙 2.1－ 

別紙－2 機微情報の管理について 

 

日本原子力研究開発機構（以下、「原子力機構」）の機微情報（本契約において原子力機構

より貸与、又は共用された情報及び当該情報より得られた成果）に関しては、以下の管理を

行うこととする。 

 

1． 機微情報の管理責任者を選定すると共に、機微情報取扱規程（以下、「取扱規程」）を

策定し、原子力機構に提出する。 

 ただし、既に情報に関する規程を保持している場合であって同規程が原子力機構管

理規程と比較して同等以上と認められる場合は、同規程に代えることができるものと

する。 

2． 管理責任者は取扱規程により機微情報を適切に管理する。 

3． 取扱規程には以下の内容を含むものとする。 

a. 施錠された保管庫に保管されること。 

b. 火災等事故時に適切な処置を講じること。 

c. 閲覧等共用する場合の場所の限定に関すること。 

d. 機微情報にアクセス可能な作業者等の限定及び登録に関すること。 

e. 複写、撮影、録音等の限定及び手続きに関すること。 

f. 貸出の限定及び貸出、返却の手続きに関すること。 

g. 本契約によって派生した二次資料、成果物の取扱に関すること。 

4． 機微情報を原子力機構の同意なく本契約以外の目的に使用してはならない。 

5． 機微情報を原子力機構の同意なく第三者に開示してはならない。 

6． 機微情報を公開又は他に利用する場合は、あらかじめ原子力機構の同意を得なければ

ならない。 

7． 機微情報管理に関する主旨及び取扱規程を関係者に周知して徹底を図る。 

8． 原子力機構は、機微情報に関する管理状況を確認するため、必要に応じ検査を行える

ものとする。 

 

以上 



 

別紙－3 

－別紙 3.1－ 

別紙－3 受注者の適合性確認 

 

1． 秘密情報及び管理情報（以下、「核物質防護情報」）（複製を含む。）の保持のために必要な措

置に関し、遵守すべき以下の規則を定めていること。 

(1) 秘密保持義務者の個人信頼性確認 

(2) 核物質防護情報を取扱う業務を統一的に管理するもの（以下、「情報管理責任者」）及

び核物質防護情報を取扱う者（以下、「情報取扱者」）の指定（変更を含む）。 

(3) 核物質防護情報を取扱う者の管理 

(4) 核物質防護情報の作成、持出し、保管、廃棄、その他の取り扱い 

(5) 核物質防護情報の取扱いのために必要な台帳等の整備 

(6) 核物質防護情報の保持のために必要な措置に関する教育 

(7) 核物質防護情報に関する異常時等の措置 

(8) 核物質防護情報に関する業務の一部を再受注者に発注する場合 

① 再受注者の適合性に関する審査基準 

② 再受注者に対する秘密情報の保持措置 

(9) 核物質防護情報の取扱いの業務に関する管理状況の確認 

(10) その他核物質防護情報の保持のために必要な措置 

 

2． 核物質防護情報の取扱いを管理する体制が整っていること。 

(1) 情報管理責任者及び情報取扱者の各々の責任、役割分担が明確になっていること。 

 

3． 核物質防護情報の保持のために必要な措置に関する教育を行っていること。 

(1) 情報管理責任者及び情報取扱者が「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関す

る法律」等の法令内容や上記 1 の秘密情報に関する規則の趣旨を習得できる内容で

あること。 

 

4． 核物質防護情報を保管するための設備、その他核物質防護情報の保持のために必要な設備を

設置していること。 

 

 

 

以上 

 


